
随意契約理由書

随 意 契 約 の 理 由

　本工事は、春日野小学校の校舎改築工事に伴う空気調和設備工事である。

　本工事は令和5年6月2日に事後審査型制限付一般競争入札に付し、再入札の結果、全者辞退のため令和5年6
月26日付けで不調打切となり、その後令和5年8月9日、令和5年9月27日に事後審査型制限付一般競争入札に付
したが、それぞれ全者辞退のため令和5年9月1日、令和5年10月18日に入札中止となった。

　本工事以外に分離発注している建築・電気設備・昇降機設備・給排水衛生設備工事は、既に全て請負業者が決
定しており、現場では、まもなく建築躯体工事を施工する段階である。
このため、躯体に設置する配管用開口部等の位置等を定める必要が生じているが、空気調和設備工事の施工業
者が決定していないため、これらを定めることができない状況となっている。
このままでは事業全体が停滞しかねない状況であり、至急、空気調和設備工事の施工業者を決定する必要があ
る。

　当該請負人は、令和5年9月27日公告の入札において、最終的には辞退であったものの入札参加申込を行って
いる。
また、同一現場での別途工事である春日野小学校校舎改築給排水設備工事の請負人であり、現場の状況を熟知
している。

　以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の「競争入札に付し入札者がないとき、又は
再度の入札に付し落札者がないとき」に該当することから、上記請負人と随意契約を締結するものである。

　随意契約については令和5年11月13日付 行契第7203号「【請負契約審査会】令和５年11月１日開催分の審議結
果について」にて承認済み。

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　　　　　　　　　建築住宅局設備課機械係　　　　　（電話番号　０７８－５９５-６６０１）

件 名 　春日野小学校校舎改築空気調和設備工事

契 約 の 相 手 方 　池水工業　株式会社

根 拠 法 令 　地方自治法施行令第１６７条の２第１項８号
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